第１０回しまご春まつり出店要項

１　期日
令和６年３月１７日（日）
２　会場
　島子グラウンド（旧島子小学校グラウンド）
３　時間
午前１０時から午後１時３０分（予定）まで
搬入　午前８時から（イベント開始時間までに準備をお願いします。）
４　出展条件
　■仕様
　売り場面積　2.5ｍ×2.5ｍ
　※釣り銭・ＰＯＰ・買い物袋その他販売に必要な備品及びブースの装飾については出店者で準備してください。
　■出店料
　販売手数料、小間代は無料
５　応募期限
　　令和６年２月１３日（火）
６　申込・問い合わせ先
島子地区振興会
　　　　　　　　　担当：ハマモト
　　　　　　　　　〒861-7314天草市有明町大島子2550-1
                             島子出張所内
　　　　　　　　　　　　　　　TEL/FAX 0969-52-0452　

出店規定
■ブースの配置は、事務局で決定します。出店希望者多数の場合は、ご希望に添えないことがございますので、予めご了承ください。
■会場内にはゴミ箱を準備いたしませんので、ブース内の保守・清掃及び販売した商品の空き容器の処理については、各出店者の責任のもと行ってください。
■電気の供給については、事務局で準備を予定しておりません。電気機器の使用を予定されている出店者は自家発電機をご準備ください。
■実演販売に伴う保健所への提出書類について
　・営業許可書をお持ちの方は、祭り当日に営業許可書のコピーを提出して
ください。
　・営業許可書をお持ちでない方は、保健所にて臨時営業許可申請を各自で
　　行ってください。（申請方法がわからない方は、事務局までご連絡くださ
[bookmark: _GoBack]い。）
■火気を使用する場合は、十分な防火対策を施してください。また、火気の取り扱いについては安全を確保し、事故等が起きることがないよう努めてください。
■火気や自家発電機を使用する方は、必ず消火器をご準備ください。
■会場は基本的に駐車場がありませんが、出店者の車両のみ駐車場を確保しております。
■搬出については、イベント終了以降にお願いします。
■搬入及び搬出に要する経費は、出店業者の負担とします。
■事務局は会場全般の管理、保全にあたりますが、天災や不可抗力による火災、損害、盗難紛失に関しては責任を負いません。販売商品・機材・装飾等については出店者の責任で管理をお願いします。
■売れ残った商品の買い取りはしませんので、予めご理解いただきご協力をお願いします。
■事務局は会場全般の管理、保全にあたりますが、天災や不可抗力による火災、損害、盗難紛失に関しては責任を負いません。販売商品・機材・装飾等については出店者の責任で管理をお願いします。
■売れ残った商品の買い取りはしませんので、予めご理解いただきご協力をお願いします。

